
第２部 各対策項目の考え方及び取組
第９章 治療薬・治療法
第１節 準備期

感染症危機対応医薬品 等の備蓄及び流通体制の整備
都は、抗インフルエンザウイルス薬について、国の備蓄方針を踏まえ、かつ、

大都市であるなどの都の特性等を考慮して、必要な量を目標として計画的かつ安
定的に備蓄する。また、卸売販売業団体等と協議し、必要時における備蓄医薬品
の供給手順等について確認する。【保健医療局】

感染症危機管理において、救命、流行の抑制、社会活動の維持等、危機への医療的な対抗手段となる重要性
の高い医薬品や医療機器等を指す。
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第９章 治療薬・治療法
第１節 準備期

第９章 治療薬・治療法

第１節 準備期
＜目的＞
新型インフルエンザ等の発生時は、健康被害や社会経済活動への影響を最小限

にとどめる上で、医療の提供が不可欠な要素となる。国やＪＩＨＳと緊密な情報
共有体制を確保しながら、最新の科学的知見に基づく有効な治療薬及び治療法の
情報を速やかに医療機関等に提供し、医療機関等がこれらを早期に活用できるよ
う、平時からそのための体制づくりを行う。

研究開発体制の構築
① 都は、国が主導する治療薬・治療法の研究開発について、管内の感染症の診

療を行う医療機関等を通じた臨床研究の実施に積極的に協力する。【保健医療
局】

② 都は、有事における治験等に関する協力依頼への対応方法について国と確認
する。【保健医療局】

③ 東京都医学総合研究所では、関係機関と連携しながら平時から重点感染症等
についての発症機序解明・治療薬・治療法の開発に向けた研究を推進する。
【保健医療局】

基礎研究及び臨床研究等の人材育成
都は、治療薬・治療法の研究開発の担い手の確保につながるよう、大学等の研

究機関を支援する。また、都は、研究開発を通じて育成した人材について、キャ
リア形成の支援等を通じて積極的に活用することにより、研究を推進する医療機
関や研究機関等との連携ネットワークに参画する臨床研究中核病院や感染症指定
医療機関等における研究開発の実施体制の強化を支援する。【保健医療局】

治療薬・治療法の活用に向けた体制の整備
医療機関等への情報提供・共有体制の整備

都は、新型インフルエンザ等の発生時に、国及びＪＩＨＳが示す情報等に基づ
き感染症指定医療機関や協定締結医療機関等をはじめ当該感染症の患者の診療を
行う医療機関等が、有効な治療薬・治療法に関する情報を早期に入手し、また、
活用できるよう、平時から国及びＪＩＨＳ並びに医療機関等と感染状況に応じた
情報提供体制や実施のための手順等を確認する。【保健医療局】
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第２部 各対策項目の考え方及び取組
第９章 治療薬・治療法
第２節 初動期

抗インフルエンザウイルス薬の使用（新型インフルエンザの場合）
① 国及び都は、抗インフルエンザウイルス薬について、製造販売業者による流

通備蓄分を含む備蓄量の把握を行う。【保健医療局】
② 国は、都と連携し、医療機関に対し、備蓄している抗インフルエンザウイル

ス薬を活用して、患者の同居者、医療従事者又は救急隊員等、搬送従事者等に、
必要に応じて、抗インフルエンザウイルス薬の予防投与を行うよう要請する。
【保健医療局】

③ 都は、国と連携し、医療機関の協力を得て、新型インフルエンザの患者の同
居者等の濃厚接触者や、医療従事者や救急隊員等のうち十分な防御なくばく露
した者に対して、必要に応じて抗インフルエンザウイルス薬の予防投与や有症
時の対応を指導する。症状が現れた場合は、感染症指定医療機関等に移送する。
【保健医療局】

④ 都は、国の通知を踏まえ、医療機関や薬局に対し、抗インフルエンザウイル
ス薬を適切に使用するよう要請する。【保健医療局】

第２部 各対策項目の考え方及び取組
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第２節 初動期
＜目的＞
新型インフルエンザ等の発生時に、流行状況の早期収束 を目的として、準備

期に構築した体制を活用して、医療機関等に対し治療薬や治療法に関する最新の
知見に関する情報提供を行い、また、治療薬の適切な供給・使用がなされるよう
関係機関との調整等を行う。

治療薬・治療法の活用に向けた体制の整備
医療機関及び都民等への情報提供・共有

都は、国やＪＩＨＳ等の関係機関と緊密に連携して新型インフルエンザ等の診
断・治療に資する情報等を収集し、最新の科学的知見に基づく有効な治療薬・治
療法に関する情報を医療機関や薬局のほか、医療従事者、都民等に対して迅速に
提供・共有する。【保健医療局】

治療薬の配分
都は、供給量に制限がある治療薬について、国が行う配分が、必要な患者に対

して適時かつ公平に行われるよう必要な協力を行う。
また、都は、病原体が新型インフルエンザウイルスと特定された場合、都及び

都内の卸売販売業者並びに医療機関等が備蓄している抗インフルエンザウイルス
薬の在庫状況を確認するとともに、抗インフルエンザウイルス薬が適切に医療機
関等に行き渡るよう準備を行う。【保健医療局】

治療薬の適正使用及び適正な発注等の指導
都は、国の通知等を踏まえ、医療機関や薬局に対し、治療に用いる新型インフ

ルエンザ等の治療薬を適切に使用するよう要請する。また、過剰な量の発注・購
入を行わないこと等、適正な対応を指導する。【保健医療局】

対症療法薬に係る流通管理及び適正使用
都は、解熱鎮痛薬、鎮咳薬、抗炎症薬等の対症療法に用いる治療薬（以下「対

症療法薬」という。）が不足するおそれがある場合には、国に対し、生産業者等
への増産の要請や適正な流通に係る指導等を行うよう要請する。【保健医療局】

患者が国内で発生しているが、特措法に基づく対策を必要としない流行状況にあること。
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第２部 各対策項目の考え方及び取組
第９章 治療薬・治療法
第３節 対応期

治療薬・治療法の活用
治療薬・治療法の開発後の対応

都は、都民が新型インフルエンザ等の治療薬・治療法の開発・実用化の進捗を
踏まえた治療を受けられ、また、適切な受療行動をとれるよう、医療機関等に最
新の知見を踏まえた情報提供を行うとともに、都民等に対し治療法や治療薬に関
する有効性や安全性等の正確な情報、対象となる患者等の考え方、対応可能な医
療機関等の情報や受診の方法等について分かりやすく発信し、必要に応じて専用
コールセンター等の設置を行うなど、都民への丁寧な情報提供に努める。【総務
局、保健医療局】
また、治療薬・治療法の普及状況に応じて、保健所とも連携し、治療薬の投与

可能な医療機関への受診・入院調整を行うなど、必要な患者が円滑に治療を受け
られる体制を整える。
なお、新型コロナウイルスでは、り患後、感染性が消失してからも様々な症状

（り患後症状、いわゆる後遺症）に悩む方が数多く存在していることから、新型
インフルエンザ等の発生時には、こうした後遺症の発生も視野に入れ、必要に応
じて、東京ｉＣＤＣ等の協力を得ながら医療機関等と連携し対応していく。【保
健医療局】

【新型コロナ対応での具体例】
都は、以下の対応を実施した。

◼ 中和抗体薬による治療
・中和抗体治療薬の開発・薬事承認を踏まえ、東京都中和抗体薬治療コールセ
ンターを設置し、中和抗体薬による治療希望者からの問合せ・相談を受け付
けるとともに、実施可能な医療機関での受診や搬送等の調整を実施

・かかりつけ医や発熱相談センターによる治療対応が可能な医療機関への案内
・都と保健所が連携して治療薬の投与が可能な医療機関への受診・入院調整
・自宅療養者等に対する往診での治療薬投与を推進する事業の実施

◼ 後遺症対策
・東京ｉＣＤＣの専門家の協力を得て、国内外の最新の知見の収集等を実施
・都民等の理解促進に向けた普及啓発や診療機関の情報提供、医療従事者向け
の研修を実施

医療機関等及び都民等への情報提供
都は、引き続き、国やＪＩＨＳ等の関係機関と緊密に連携して新型インフルエ

ンザ等の診断・治療に資する情報及び策定された診療指針等を収集し、医療機関
や薬局のほか、医療従事者等、都民等に対して迅速に提供する。【保健医療局】

第２部 各対策項目の考え方及び取組
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第３節 対応期
＜目的＞
新型インフルエンザ等の発生時に、流行状況の早期収束を目的として、迅速に

有効な治療薬を確保するとともに、治療法を確立し、必要な患者に公平に届くこ
とを目指した対応を行う。

総合的にリスクが高いと判断される場合の対応
新型インフルエンザ等の発生により、国民の生命及び健康にとって総合的にリ

スクが高いと判断される場合は、国は、早期に治療薬・治療法が利用可能となる
よう、迅速な治療薬の確保を含めた対応を行い、都も可能な限り協力に努める。

国による研究開発動向等の情報収集・分析及び共有
都は、都内の関係機関とともに、国が実施する新型インフルエンザ等に関する

治療薬・治療法に関する情報や臨床情報の収集に協力する。
また、国による情報収集や分析等から得られた知見を医療機関等の関係機関で

共有し、双方向的な情報共有を行う。【保健医療局】

治療薬・治療法の研究開発の推進への協力
都は、国が新型インフルエンザ等に対する治療薬・治療法の研究開発の取組の

一環として、製造販売業者による医薬品の治療薬等の開発・実用化の取組を支援
する場合には、被験者の同意の下、可能な限り治験等への協力に努める。【保健
医療局】

治療薬の供給体制整備等に係る調整
都は、国内で新型インフルエンザ等に対する有効な治療薬が開発・承認された

場合には、東京都医師会、東京都薬剤師会、卸売販売業の団体等と連携し、治療
薬を円滑に供給するための調整を行う。【保健医療局】

対症療法薬に係る流通管理及び適正使用
都は、対症療法薬が不足するおそれがある場合には、国に対し、生産業者等へ

の増産の要請や適正な流通に係る指導等を行うよう要請する。【保健医療局】
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治療薬・治療法の活用
治療薬・治療法の開発後の対応

都は、都民が新型インフルエンザ等の治療薬・治療法の開発・実用化の進捗を
踏まえた治療を受けられ、また、適切な受療行動をとれるよう、医療機関等に最
新の知見を踏まえた情報提供を行うとともに、都民等に対し治療法や治療薬に関
する有効性や安全性等の正確な情報、対象となる患者等の考え方、対応可能な医
療機関等の情報や受診の方法等について分かりやすく発信し、必要に応じて専用
コールセンター等の設置を行うなど、都民への丁寧な情報提供に努める。【総務
局、保健医療局】
また、治療薬・治療法の普及状況に応じて、保健所とも連携し、治療薬の投与

可能な医療機関への受診・入院調整を行うなど、必要な患者が円滑に治療を受け
られる体制を整える。
なお、新型コロナウイルスでは、り患後、感染性が消失してからも様々な症状

（り患後症状、いわゆる後遺症）に悩む方が数多く存在していることから、新型
インフルエンザ等の発生時には、こうした後遺症の発生も視野に入れ、必要に応
じて、東京ｉＣＤＣ等の協力を得ながら医療機関等と連携し対応していく。【保
健医療局】

【新型コロナ対応での具体例】
都は、以下の対応を実施した。

◼ 中和抗体薬による治療
・中和抗体治療薬の開発・薬事承認を踏まえ、東京都中和抗体薬治療コールセ
ンターを設置し、中和抗体薬による治療希望者からの問合せ・相談を受け付
けるとともに、実施可能な医療機関での受診や搬送等の調整を実施

・かかりつけ医や発熱相談センターによる治療対応が可能な医療機関への案内
・都と保健所が連携して治療薬の投与が可能な医療機関への受診・入院調整
・自宅療養者等に対する往診での治療薬投与を推進する事業の実施

◼ 後遺症対策
・東京ｉＣＤＣの専門家の協力を得て、国内外の最新の知見の収集等を実施
・都民等の理解促進に向けた普及啓発や診療機関の情報提供、医療従事者向け
の研修を実施

医療機関等及び都民等への情報提供
都は、引き続き、国やＪＩＨＳ等の関係機関と緊密に連携して新型インフルエ

ンザ等の診断・治療に資する情報及び策定された診療指針等を収集し、医療機関
や薬局のほか、医療従事者等、都民等に対して迅速に提供する。【保健医療局】
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第３節 対応期
＜目的＞
新型インフルエンザ等の発生時に、流行状況の早期収束を目的として、迅速に

有効な治療薬を確保するとともに、治療法を確立し、必要な患者に公平に届くこ
とを目指した対応を行う。

総合的にリスクが高いと判断される場合の対応
新型インフルエンザ等の発生により、国民の生命及び健康にとって総合的にリ

スクが高いと判断される場合は、国は、早期に治療薬・治療法が利用可能となる
よう、迅速な治療薬の確保を含めた対応を行い、都も可能な限り協力に努める。

国による研究開発動向等の情報収集・分析及び共有
都は、都内の関係機関とともに、国が実施する新型インフルエンザ等に関する

治療薬・治療法に関する情報や臨床情報の収集に協力する。
また、国による情報収集や分析等から得られた知見を医療機関等の関係機関で

共有し、双方向的な情報共有を行う。【保健医療局】

治療薬・治療法の研究開発の推進への協力
都は、国が新型インフルエンザ等に対する治療薬・治療法の研究開発の取組の

一環として、製造販売業者による医薬品の治療薬等の開発・実用化の取組を支援
する場合には、被験者の同意の下、可能な限り治験等への協力に努める。【保健
医療局】

治療薬の供給体制整備等に係る調整
都は、国内で新型インフルエンザ等に対する有効な治療薬が開発・承認された

場合には、東京都医師会、東京都薬剤師会、卸売販売業の団体等と連携し、治療
薬を円滑に供給するための調整を行う。【保健医療局】

対症療法薬に係る流通管理及び適正使用
都は、対症療法薬が不足するおそれがある場合には、国に対し、生産業者等へ

の増産の要請や適正な流通に係る指導等を行うよう要請する。【保健医療局】
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第１０章 検査

第１節 準備期
＜目的＞
患者の診断は、患者の症状、他の患者への接触歴等、病原体へのばく露歴、病

原体の存在や病原体に対する人体の反応を確認する各種検査の結果等に基づき行
われる。このような感染症の診断に使われる検査には、顕微鏡等による確認か
ら、ＰＣＲ検査等の病原体の遺伝子の存在を確認する検査、抗原定量検査や抗原
定性検査（迅速検査キット）等の病原体の抗原を確認する検査、その抗原に対し
人体が産生する抗体を測定する抗体検査、特異的なリンパ球の産生を確認する検
査等の様々な検査がある。病原体の種類やその感染症の特徴、検査を用いる場面
とその目的に応じて、検査の開発状況や特性、検査精度等を踏まえ、科学的に妥
当性の担保された適切な検査方法を選択することが必要である。
なお、本章においては、このうち、これまでの新型インフルエンザ等の発生時

において診断に用いられてきた、ＰＣＲ検査等や、病原体の抗原を確認する検査
を念頭に置き対策を記載する。
新型インフルエンザ等の発生時に、国は、その病原体の検出手法を速やかに開

発するとともに、診断に有用な検体採取の部位や採取方法の基準を定め、都は、
国の定めた基準を踏まえ、患者の診断を迅速かつ的確に行うことができる体制を
構築する必要がある。また、流行の規模によっては精度の担保された検査の実施
体制を迅速に拡大させることが求められ、その実施に関わる関係者間の連携体制
を構築しておくことが重要である。このほか、検査物資や人材の確保、検体の採
取・輸送体制の確保等を含めて、感染拡大時にあっても必要な検査体制を確保す
るための取組を一体的に進める必要がある。
検査の目的は、患者の早期発見によるまん延防止、患者を診断し早期に治療に

つなげること及び流行の実態を把握することである。準備期では、新型インフル
エンザ等の発生時に向けた検査体制の整備やそのために必要な人材の育成を進め
るとともに、有事において円滑に検査体制を構築するための訓練等で実効性を定
期的に確認し、適宜、予防計画等に基づく検査体制の見直しを行うことが必要で
ある。検査体制の整備に当たっては、ＪＩＨＳ及び東京都健康安全研究センター
をはじめとした地方衛生研究所のほか、医療機関、研究機関、民間検査機関及び
流通事業者等 が協力し、体制構築に向けた準備を進める必要がある。

試薬・検査機器の製造から流通に係る事業者や検体の搬送に係る運送事業者等をいう。

第２部 各対策項目の考え方及び取組
第９章 治療薬・治療法
第３節 対応期

治療薬の流通管理
① 都は、引き続き、国と連携し、医療機関や薬局に対し、根本治療に用いる新

型インフルエンザ等の治療薬を適切に使用するよう要請する。【保健医療局】
② 都は、必要に応じ、増産された治療薬を確保する。【保健医療局】
③ 都は、治療薬の安定的な供給が難しいと想定される場合には、国や関係機関

と十分な意思疎通を図りながら、優先して用いるべき対象や配分等についての
考え方を確認の上、必要な患者に対して適時に公平な配分を行う。また、供給
が安定した場合には一般流通による供給に移行する。【保健医療局】

中長期的予後の把握と合併症に対する治療法等の研究等
国は、ＪＩＨＳや関係学会等と連携し、必要に応じて、新型インフルエンザ等

の感染に伴う合併症や中長期的な予後を把握するとともに、合併症に対する治療
法等について分析し、必要な研究を実施する。これにより得られた知見について
は、診療指針等に適宜反映するとともに、都道府県や医療機関、国民等に対して
周知する。都は、国が示す情報等を医療機関や都民等に対して迅速に提供する。
【保健医療局】

抗インフルエンザウイルス薬の備蓄及び使用（新型インフルエンザの場合）
① 都は、都及び関係機関における抗インフルエンザウイルス薬の備蓄量及び都

内の流通状況を把握するとともに、患者の発生状況を踏まえ、抗インフルエン
ザウイルス薬が必要な地域に十分に供給されているかを確認し、必要に応じて
都備蓄分を市場に放出する。また、国備蓄分の配分を国に要請する。【保健医
療局】

② 国は、都と連携し、医療機関に対し、地域における感染が拡大した場合は、
患者の治療を優先することから、患者との濃厚接触者（同居者を除く。）への
抗インフルエンザウイルス薬の予防投与を原則として見合わせるよう要請する
とともに、患者の同居者に対する予防投与については、その期待される効果を
評価した上で継続の有無を決定する。【保健医療局】

③ 都は、患者数が減少した段階において、次の感染拡大に備え、必要に応じ、
抗インフルエンザウイルス薬の備蓄についての補充を行う。【保健医療局】
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